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産業保健Ｑ＆Ａ（化学物質管理）
№ 質問 回答例

1
・食堂に置いている手指消毒用エタノールは一般消費材と業

務用のどちらになるのか教えてほしい。

・食堂などに置かれている手指消毒用エタノールは「一般消費者の生活の用」と考えて良

いと思います。

一般消費者の生活の用に供するための製品（適用除外）の具体例

種類別販売形態別の当てはめ：主に業務用に製造されるものであって、かつ食品に混ぜる（そのままでは食用としない）ものが表示・通知義務の対象となります。

食品名 含有対象成分 販売形態ごとの適用（適用【○】、適用外【×】）

食品名 含有対象成分 販売形態ごとの適用（適用【○】、適用外【×】）
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・現場にて、化学物質を別容器に入れ替える場合、この物質

は○○製の容器には移し替えてはいけないということが、分

かるような資料等あれば教えて下さい。

・SDSの　「７．取扱い及び保管上の注意」、「１０．安定性及び反応性」　に記載さ

れている内容を確認して容器を選択するようにして下さい。

・保管容器につきましては、容器の材質への注意も必要ですが、飲料水の入っていたペッ

トボトルなどに移し替えて、それに気付かずに飲んでしまう・・・といった災害も発生し

ていますので禁止事項として色んな機会に周知することも必要かと思っています。

3

・濃度基準値設定物質である【酢酸ビニル】をCRETA-

SIMPLEを用いてRAを実施しました。

・吸入（8時間）はリスクレベルが「Ⅱ-A」に、吸入（短時

間）はレベル「Ⅲ」になりました。

・吸入（短時間）はレベル「Ⅲ」となっていますが確認測定

はやらなくてもよいのでしょうか？

・確認測定は吸入（８時間）のリスクレベルだけで要否判定を行います。

・吸入（短時間）のリスクレベルを以て、確認測定の要否判定は 行いません。

4

・8時間濃度基準値が設定されておらず、短時間のみ設定され

ている物質の場合、確認測定の要否については、8時間濃度基

準値が2分の1を超えているかいないかということで判断する

という認識でよろしいでしょうか？

・８時間濃度基準値が設定されておらず、短時間のみ設定されている物質の場合も吸入

（８時間）のリスクレベルで確認測定の要否判定を行います。

2

アセトンの例
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5

・リスクアセスメント（RA）の実施記録を保存しています。

・今後一定期間ごとにそれらのRAをやり直して行くこ　とに

してますが、RAをやり直したときにも　新たに記録を作成す

るので、最初のRA記録は破棄しても良いのでしょうか？

・RAをやり直したときは古いRAの記録は破棄してもかまいません。但し、次のRAを３年

以内に行うときは古いRA記録も３年間の保存義務があります

6

・製造業の工場の床面を、リスクアセスメント対象物を含有

する業務用洗浄剤で洗浄する作業は、化学物質管理者の選任

が必要ですか？

・第三次産業の事業所で、リスクアセスメント対象物を含有

する業務用洗浄剤で窓を洗浄する作業は、化学物質管理者の

選任が必要ですか？

・「業務用洗浄剤」で洗浄する作業は業種にかかわらずリスクアセスメントが必要です

し、化学物質管理者の選任が必要です。

7

・通風の不十分な屋内作業場というのは、出入口の扉のみし

かないような部屋のことを指しているのでしょうか？

・その部屋に換気扇がついている場合はタンク等の内部には

当て嵌まらないという理解でよろしいでしょうか？

・通風の不十分な「屋内作業場」は天井、床及び周壁の総面積に対する直接外気に向

かって解放されている窓・扉等の開口率が３％未満かどうかを目安にして下さい。

・換気扇を付けても通風の不十分な「屋内作業場」に変わりありません（開口率は変わ

りません。）

8

・ろう付け溶接の副資材を加熱するとフッ化水素酸カリウム

から、フッ化水素が発生します。

・このような場合は特定化学物質としての対応が必要でしょ

うか？

・ご存知の通りフッ化水素は特化則の第２類物質です。

・加熱によりフッ化水素が発生しても、フッ化水素を製造、或いは取り扱っている訳では

ありませんので特化則の対象にはなりませんが、フッ化水素は極めて危険な化学物質です

ので、リスクアセスメントを行って、そのリスクレベルに応じた対策を講じなければな

りません。
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9

・アーク溶接時に発生する溶接ヒュームについて、特定化学

物質の製造、取扱い時の措置を講じなければならないので

しょうか？

 ・溶接ヒュームは特化則の特定化学物質（管理第2類物質）に該当します。

・「アーク溶接等作業」の定義は、「金属をアーク溶接する作業」、「アークを用いて

金属を溶断し、またはガウジングする作業」、「その他の溶接ヒュームを製造し、又は取

り扱う作業」を含むとされており、「アーク溶接等作業」を行う作業場については特化

則第５章の２「特殊な作業等の管理について」中の第38条の21に必要な措置が定められ

ています。

・通常、アーク溶接作業は溶接ヒュームの「製造、取り扱い作業」には該当しませんが、

アーク溶接等により発生したヒュームが作業場内の床面等に堆積したものを掃除する場合

や、集塵機に溜まったヒュームを廃棄する等の作業は「製造、取り扱い作業」に該当する

可能性がありますので、その場合は上記に加え、特化則に基づき「製造、取り扱い作

業」としての措置を講じる必要があります。
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10
有機溶剤や鉛業務などで作業環境測定の結果「第一管理区

分」であれば女性に就いてもらってもよいですか？

・有機溶剤や鉛業務について、女性についての就業制限概要は次ページのとおりです。

・女性労働基準規則第２条１項１８号ロ（１）の業務、同号ハ（１）の業務について

は、業務そのものが就業制限業務となりますので、作業環境測定の結果が「第一管理区

分」であってもその業務に就かせることはできません。

・また、女性労働基準規則第２条１項１８号ロ（２）の業務、同号ハ（２）の業務につ

いては、作業環境測定の結果が「第三管理区分」の場合は、その業務に就かせることは

できません。（規制対象の26物質については作業環境測定の結果「第一」、「第二管理

区分」に区分された場合は女性も就業可です。それ以外の有機溶剤や特化物について

は、「管理区分」にかかわらず　「就業可」です。)

※　女性労働基準規則第２条１項１８号ハ（１）及び（２）の業務については、有機溶

剤等のうち、エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)、エチレングリ

コールモノエチルエーテルアセ テート　(別名セロソルブアセテート)、エチレングリ

コールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)、キシレン、N・N―ジメチルホルム

アミド、スチレン、テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)、トリクロロエチレ

ン、トルエン、二硫化炭素、メタノール又はエチルベンゼンを発散する場所に限ります。

11
・試験室などでメタノールを取り扱う業務も女性には就いて

もらえないのでしょうか？

・貴社の試験室の大きさや屋外に直接開放できる窓等の面積が分かりませんが、その開

口率が３％に満たない場合は、その試験室は「タンク等」に該当します。

・「タンク等の内部」に該当し局所排気装置等が設置がされていない作業場所で、呼吸

用保護具の使用が義務付けられている業務については女性の就業が禁止されています。

※　但し、取り扱うメタノールの量がごく僅か（８時間に消費するメタノールの量が60ｇ

を超えない）であれば女性の就業も可能です。

※　一般に、試験室等でしたら、ドラフトチャンバーなど局所排気装置の設置が容易で

すので、設備的な対策が講じられているのではないでしょうか？　講じられていれば女性

にも従事頂けることになります。
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11

参

考
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産業保健Ｑ＆Ａ（化学物質管理）　2026年追記

№ 質問 回答例

1

・クリエイトシンプルを利用し、リスクアセスメント

を実施していますが該当の成分がヒットしない場合は

規制対象外という認識でよろしいでしょうか。

・化学物質には複数の名前を持っているものが結構あります。

・対象物質一覧でヒットしなくても「対象物質ではない」と言い切れないかもしれないと思います

ので、ＣＡＳ番号でヒットするかどうかを確認することをお勧めしています。

・ＣＡＳ番号で検索してもヒットしない場合は「対象物質ではない」と思って頂いてもよいと思い

ます。

2

・職場で使用している「鉛はんだ」は鉛中毒予防規則

の適用を受けますか？

・適用される場合、保護具着用の必要性はどうなりま

すか？

・鉛則第１条の第五号「鉛業務」の中に「リ　自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業

務」が挙げられています。

・鉛則第１６条に「事業者は、屋内作業場において、第一条第五号リに掲げる鉛業務（自然換気が

不十分な場所におけるはんだ付けの業務）に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう作業場

所に、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を設けなければならない。」とさ

れています。（鉛作業の場合、局排などの作業環境管理により健康障害を防止すること（保護具を

着用しなくても健康障害が発生しない作業環境づくり）が求められています。）

・局排の場合、フード外側で０．０５（ｍｇ／ｍ３）を超えないような能力を有しなければなりま

せんし、全体換気であれば労働者１人について毎時１００㎥以上の換気をしなければなりません。

この性能を満たしていれば保護具の着用は求められていません。

3

・有機則に該当する溶剤を使用していても、その使用

量が少ないため「適用の除外」となっているような場

合について、リスクアセスメントの結果、保護具の着

用が必要となった場合には保護具着用管理責任者の選

任が必要になりますか？

・有機則の適用を除外されていてもリスクアセスメント対象物であれば安衛則第５７７条の２によ

る化学物質の自律的管理により、事業主はリスクアセスメントの結果に基づいて①代替、②密閉、

③局排・プッシュプル、④全体換気、⑤保護具・・・等により労働者のばく露量を最小限度にしな

ければなりません。

・「保護具によってばく露量を最小限度にする」という結果になった場合には保護具着用管理責任

者の選任が求められます。
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4

・ひとつの職場で何種類もの有機溶剤を使用していま

す。

・そのような場合、有機溶剤の物質ごとに掲示板を作

成する必要がありますか？

・また、１枚の掲示板に複数の物質をまとめて記載す

る方法でも問題ありませんか？

・以前は横長（縦0.5ｍ×横1.5ｍ程度の大きさ）の掲示板を使用していましたが、令和５年４月の法

改正により「掲示板」に拘らなくても良いということになり、「作業従事者の皆さんにとって見や

すい場所に掲示する方法であればよい」ということになっています。（下記資料ご参照）

・複数の溶剤を使用する場合、１枚の掲示板に複数の物質をまとめて記載しても問題はありませ

ん。
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5

・令和６年４月の法令改正により、「皮膚刺激性/腐

食性/感作性」区分１の化学物質を使用する場合、保

護手袋等は必要であるとの認識ですが、取扱が少量で

あることによる適用除外はあるでしょうか？

・「皮膚刺激性/腐食性/感作性」区分１の化学物質は保護手袋、保護衣、保護眼鏡等が必要です。

取扱量等による適用除外規定はありません。

6

・「有機則第４条の２」は、使用量が多くとも自律的

管理が十分行われている場合についての作業環境測定

の適用除外規定であるという理解でよろしいでしょう

か？

・「有機則第４条の２」は、作業環境測定だけでなく「特別則の除外認定」ということになりま

す。

・有機則などの特別則はそのまま生きていますので、有機則に該当する部分はこれまで通り有機則

が適用されます。　　有機則に該当しない部分は自律的管理が必要になります。

・但し　化学物質による休業４日以上の労災が発生しておらず、作業環境測定結果は全て第１管理

区分、特殊健康診断の結果、異常所見者がいない場合、専属の化学物質管理専門家が配置され、過

去３年以内に行ったリスクアセスメントの内容について事業場外の化学物質管理専門家による評価

を受け過去３年間に労働安全衛生法令違反をしておらず、キッチリ管理されていると労働局長に認

定された事業場については、特別則に該当するものであっても自律的管理を認める・・・というの

が「有機則第４条の２」ということになります。

・詳細は労働局にご相談されますことをお勧め致します。

7

・有機溶剤用に設置し、監督署への設置届も行ってい

る局所排気装置があります。

・今は有機溶剤を使わなくなり、塩酸・硫酸・硝酸・

ピクリン酸・水酸化ナトリウム・エタノールを使うこ

とになりました。

・その局排を使用しても良いでしょうか？

・使用する場合、定期自主検査を行わなければならな

いのでしょうか？

・塩酸・硫酸・硝酸は特化則第３類物質です。　ピクリン酸・水酸化ナトリウム・エタノールは有

機則にも特化則にも該当しません。

・何れの化学物質も局排の設置義務はありません。

・今ある局排をそれらの換気装置として使用されることは、健康障害を予防するための対策として

良いことです。

・その局排には定期自主検査は義務付けられていませんが、ちゃんと吸引排気しているかどうかを

定期的に確認するための自主点検を行われることをお勧め致します。


